


 は じ め に 

 

 「食」は、私たちのいのちの源です。近年、多様化した

ライフスタイルの中で、豊かな食生活を享受できるように

なった一方、栄養の偏りや食習慣の乱れに起因する肥満、

生活習慣病の増加や食に対する不安感の増大など、様々な

課題が存在しています。 

本市では、平成 20 年 1 月に、食育基本法第 18 条に基づく市町村食育推進計画と

して、「第 1 次市川市食育推進計画」を策定し、市民、関係機関・団体等が連携を

密にして、食育の推進に取り組んでまいりました。 

 第 1 次計画は全国に先駆けた事例として注目されましたが、本市の都市農業の特

徴を生かし、目の前に広がる東京湾の三番瀬や、「市川の梨」、「海苔」に代表され

る地場産物など、市川の豊かさのＰＲを兼ねた食育の普及啓発を展開してきました。 

 第 1 次計画の成果としては、市民、地域、関係機関、団体等の方々が、従来か

ら行っていた取り組みに対し、新たに「食育」という視点を加え、相互連携や協

力など積極的な取り組みを進めた結果、食育推進におけるネットワークが構築で

きました。 

また、食育やメタボリックシンドロームなどの認知度の割合が増加している一方、

朝食の欠食や生活習慣病予防に関連するバランスの良い食事など世代別の課題が

明確になりました。 

今後、食育の浸透化を図っていくためには、私たち一人ひとりが「食」に向き合

い、今自分ができることを、それぞれの暮らしの中で取り組むことが大切になって

おります。 

このような状況を踏まえ、平成 25 年度から 29 年度までを計画期間とした「第 2

次市川市食育推進計画」を策定しました。 

「健康で豊かな食生活を営むまち市川市」を基本理念として、生涯を通して健康

な食生活を実践することで健康寿命の延伸を図り、ライフステージに沿った食育推

進を総合的かつ計画的に行ってまいりたいと考えております。 

本計画によって、食育に取り組む多くの実践者が増えることを願っております。 

結びに、計画の策定にあたり、市川市食育推進関係機関連絡会の皆様をはじめ、

アンケート調査にご協力いただきました多くの皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

平成２５年 ３月  

             市川市長  大久保 博 



第２次市川市食育推進計画の体系図 

健康で豊かな食生活を営むまち市川市 

食育の視点 

基本目標 

第１次計画の実施における 

成果と課題 

＜成果＞ 

・食育やメタボリックシンドローム、 

 バランスの良い食事の認知度の割合の増加 

・食育推進におけるネットワークの構築 
 （市民・民間・NPO団体・産業・大学・行政等） 

 

＜課題＞ 

・世代別課題の明確化 

 （20～30歳代女性のやせ傾向 

  30歳代や40歳代の男性の肥満、 

  若い世代の朝食の欠食、全世代での孤食） 

・食の安全性や災害時の食の対応 

１ 食と健康に関心を持つ 

２ 食を楽しむ 

３ 安心できる食を選ぶ 

（１）家庭における取組 

（２）保育園、幼稚園、学校における  

   取組 

（３）地域における取組 

（４）地産地消における取組 

（５）食文化継承のための活動 

（６）食の安全性に関する取組 

（７）災害時における食の対応の周知 

【具体的な取組 １】 

 食のネットワークに 

    よる食育の推進 

指標 

 

 

 

【具体的な取組 ２】 

 食の情報の普及啓発 

「周知」から「実践」へ 

        「知っている」から「やっている」へ 

 基本施策 

 
 

 

 重点項目（１）よく噛んで味わう食生活の推進～生活習慣病予防～ 

       （２）共食の推進 

       （３）朝食の推進 

基本理念 

生涯を通して健康な食生活を実践することで 

健康寿命の延伸を図る 

 

 

ライフステージに沿った食育の推進 

食育の実践者の増加 

（１）市川市Webサイト等による 

   広報活動 

（２）講習会、各種教室、体験事業、 

   イベント等による普及啓発 

（３）保育園、幼稚園、学校での 

   普及啓発 

（４）食育月間及び食育の日による 

   普及啓発  

（５）その他 

第1次計画の食育目標 
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